
三重県後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則 

 

平成１９年 ２月 １日規則第６号 

改正 平成２１年 ３月１８日規則第２号 

 改正 平成２８年 ３月１８日規則第１号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、三重県後期高齢者医療広域連合情報公開条例（平成１９年三重

県後期高齢者医療広域連合条例第６号。以下「条例」という。）第２２条の規定に

基づき、広域連合長が保有する公文書（条例第２条第２号に規定する公文書をいう。

以下同じ。）の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（開示請求書） 

第２条 条例第６条第１項に規定する請求書の様式は、公文書開示請求書（第１号様

式）とする。 

（開示決定通知書等） 

第３条 条例第７条第２項後段に規定する書面の様式は、公文書開示決定期間延長通

知書（第２号様式）とする。 

２ 条例第７条第３項に規定する書面の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定めるものとする。 

(１) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書（第３号様式） 

(２) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書（第４号様式） 

(３) 公文書の全部を開示しない旨の決定  

ア イ及びウに揚げる場合以外の場合 公文書非開示決定通知書（第５号様式） 

イ 条例第１０条の規定により開示請求を拒否する場合 公文書の存否を明ら

かにしない決定通知書（第６号様式） 

ウ 公文書を保有していない場合 公文書不存在決定通知書（第７号様式） 

３ 条例第８条に規定する書面の様式は、公文書開示決定等期間特例延長通知書（第

８号様式）とする。 

（電磁的記録の開示方法） 

第４条 条例第１３条第２項に規定する電磁的記録の開示方法は、次に掲げるものと

する。 

(１) 印字装置等により用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付 

(２) テープレコーダー、パソコン等専用機器により再生したものの視聴 

(３) 磁気テープ（フロッピーディスク等）等に複写したものの交付 

２ 条例第１１条に規定する場合における電磁的記録の部分開示の方法は、原則とし

て、印字装置等により用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付とする｡ 

（費用の納付等） 

第５条 条例第１４条第２項の費用は、当該公文書の写しが作成される前に納めるも



のとする。 

２ 条例第１４条第３項の費用は、当該電磁的記録の開示を受ける前に納めるものと

する。 

３ 公文書の写しの交付部数は、請求１件につき１部とする。 

（諮問の様式） 

第６条 条例第１５条の規定による諮問は、三重県後期高齢者医療広域連合情報公

開・個人情報保護審査会諮問書（第９号様式）によるものとする。 

（諮問した旨の通知） 

第７条 条例第１５条の規定により諮問したときは、審査請求人に対し、諮問をした

旨を通知するものとする。 

２ 前項の規定による通知は、三重県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保

護審査会諮問通知書（第１０号様式）によるものとする。 

（実施状況の公表） 

第８条 条例第２０条に規定する公表は、請求件数、公文書の開示に関する決定の状

況、審査請求の状況について、広報等への登載等により行う。 

附 則 

この規則は、平成１９年２月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月１８日規則第２号） 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月１８日規則第１号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 


